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(57)【要約】
【課題】記録媒体両面への記録処理により裏写りが生じ
た場合でも、この裏写りを補正して記録不良の検出を精
度良く行うことが可能な画像記録装置、その装置による
記録不良検出方法及びプログラムを提供する。
【解決手段】第一の検査画像取得部１１は、シート状の
記録媒体の表面に対し基準画像データに基づいた記録処
理が行われた後であって当該記録媒体の裏面に対する基
準画像データに基づいた記録処理が行われる前における
当該裏面を撮像して第一の検査画像データを取得する。
第二の検査画像取得部１２は、当該表面及び当該裏面の
両面に対する当該記録処理が行われた後の当該裏面を撮
像して第二の検査画像データを取得する。記録不良検査
部９は、基準画像データ、第一の検査画像データ、及び
第二の検査画像データに基づいて、当該記録媒体の裏面
に対する記録処理での記録不良を検査する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基準画像を示している基準画像データに基づいて、シート状の記録媒体における片方の
面である第一面と当該第一面の裏面である第二面との両面に対し記録処理を行う画像記録
装置において、
　前記記録媒体の前記第一面に対する前記記録処理が行われた後に、第一の検査画像デー
タの取得として、当該記録媒体の前記第二面に対する前記記録処理が行われる前の当該記
録媒体の当該第二面を撮像する第一の検査画像取得部と、
　前記記録媒体の前記第一面及び前記第二面の両面に対する前記記録処理が行われた後に
、第二の検査画像データの取得として、当該記録媒体の当該第二面を撮像する第二の検査
画像取得部と、
　前記基準画像データ、前記第一の検査画像データ、及び前記第二の検査画像データに基
づいて、前記記録媒体の前記第二面に対する記録処理での記録不良を検査する記録不良検
査部と、を少なくとも備える、ことを特徴とする画像記録装置。
【請求項２】
　前記第一の検査画像取得部が前記第一の検査画像データを取得するときの位置から前記
第二の検査画像取得部が前記第二の検査画像データを取得するときの位置まで前記記録媒
体を搬送する間、当該記録媒体を継続して支持する媒体支持部材を更に備える、ことを特
徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項３】
　前記記録不良検査部を少なくとも備える制御部を更に備え、
　前記制御部は、演算処理装置と当該演算処理装置に実行させる制御プログラムが予め格
納されている記憶部とを少なくとも備えて構成され、前記演算処理装置が前記制御プログ
ラムを実行させることにより前記記録不良検査部として機能する、ことを特徴とする請求
項１に記載の画像記録装置。
【請求項４】
　前記記憶部は、更に前記基準画像データを記憶する、ことを特徴とする請求項３に記載
の画像記録装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記第一及び前記第二の検査画像取得部を接続して前記第一及び前記第
二の検査画像データを受け取るインタフェースを更に備える、ことを特徴とする請求項３
に記載の画像記録装置。
【請求項６】
　前記記録不良検査部は、前記第二の検査画像データと、前記第一の検査画像データ及び
前記基準画像データに基づいた推定により得られる当該第二の検査画像データの推定結果
とを比較することによって前記記録不良を検査する、ことを特徴とする請求項１に記載の
画像記録装置。
【請求項７】
　前記記録不良検査部は、前記第一の検査画像を構成している各画素と前記基準画像のう
ち前記第二面に対し前記記録処理が行われるものを構成している各画素との間で当該第二
面上における位置が相互に対応している一対の画素のうち輝度値が低い方を画素毎に選択
し、当該選択された画素を並べることによって前記第二の検査画像を推定して前記推定結
果を得る、ことを特徴とする請求項６に記載の画像記録装置。
【請求項８】
　前記記録不良検査部は、前記基準画像データと、前記第一の検査画像データ及び前記第
二の検査画像データに基づいた推定により得られる当該基準画像データの推定結果とを比
較することによって前記記録不良を検査する、ことを特徴とする請求項１に記載の画像記
録装置。
【請求項９】
　前記記録不良検査部は、前記第一の検査画像を構成している各画素と前記第二の検査画



(3) JP 2009-930 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

像を構成している各画素との間で当該第二面上における位置が相互に対応している一対の
画素において輝度値の差を画素毎に算出し、当該算出された差を輝度値として画素を並べ
ることによって前記基準画像のうち当該第二面に対し前記記録処理が行われるものを推定
して前記推定結果を得る、ことを特徴とする請求項８に記載の画像記録装置。
【請求項１０】
　基準画像を示している基準画像データに基づいて、シート状の記録媒体における片方の
面である第一面と当該第一面の裏面である第二面との両面に対し記録処理を行う画像記録
装置により行われる記録不良検出方法であって、
　前記記録媒体の前記第一面に対する前記記録処理が行われた後に、第一の検査画像デー
タの取得として、当該記録媒体の前記第二面に対する前記記録処理が行われる前の当該記
録媒体の当該第二面を撮像し、
　前記記録媒体の前記第一面及び前記第二面の両面に対する前記記録処理が行われた後に
、第二の検査画像データの取得として、当該記録媒体の当該第二面を撮像し、
　前記基準画像データ、前記第一の検査画像データ、及び前記第二の検査画像データに基
づいて、前記記録媒体の前記第二面に対する記録処理での記録不良を検査する、ことを特
徴とする記録不良検出方法。
【請求項１１】
　前記記録不良の検査は、前記第二の検査画像データと、前記第一の検査画像データ及び
前記基準画像データに基づいた推定により得られる当該第二の検査画像データの推定結果
とを比較することによって行う、ことを特徴とする請求項１０に記載の記録不良検出方法
。
【請求項１２】
　前記記録不良の検査では、前記第一の検査画像を構成している各画素と前記基準画像の
うち前記第二面に対し前記記録処理が行われるものを構成している各画素との間で当該第
二面上における位置が相互に対応している一対の画素のうち輝度値が低い方を画素毎に選
択し、当該選択された画素を並べることによって前記第二の検査画像を推定して前記推定
結果を得る、ことを特徴とする請求項１１に記載の記録不良検出方法。
【請求項１３】
　前記記録不良の検査は、前記基準画像データと、前記第一の検査画像データ及び前記第
二の検査画像データに基づいた推定により得られる当該基準画像データの推定結果とを比
較することによって行う、ことを特徴とする請求項１０に記載の記録不良検出方法。
【請求項１４】
　前記記録不良の検査では、前記第一の検査画像を構成している各画素と前記第二の検査
画像を構成している各画素との間で当該第二面上における位置が相互に対応している一対
の画素において輝度値の差を画素毎に算出し、当該算出された差を輝度値として画素を並
べることによって前記基準画像のうち当該第二面に対し前記記録処理が行われるものを推
定して前記推定結果を得る、ことを特徴とする請求項１３に記載の記録不良検出方法。
【請求項１５】
　基準画像を示している基準画像データに基づいて、シート状の記録媒体における片方の
面である第一面と当該第一面の裏面である第二面との両面に対し記録処理を行う画像記録
装置により行われる記録不良の検出を演算処理装置に行わせるためのプログラムであって
、
　前記記録媒体の前記第一面に対する前記記録処理が行われた後に、第一の検査画像デー
タの取得として、当該記録媒体の前記第二面に対する前記記録処理が行われる前の当該記
録媒体の当該第二面を撮像する処理と、
　前記記録媒体の前記第一面及び前記第二面の両面に対する前記記録処理が行われた後に
、第二の検査画像データの取得として、当該記録媒体の当該第二面を撮像する処理と、
　前記基準画像データ、前記第一の検査画像データ、及び前記第二の検査画像データに基
づいて、前記記録媒体の前記第二面に対する記録処理での記録不良を検査する処理と、を
前記演算処理装置に行わせる、ことを特徴とするプログラム。
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【請求項１６】
　前記記録不良を検査する処理は、前記第二の検査画像データと、前記第一の検査画像デ
ータ及び前記基準画像データに基づいた推定により得られる当該第二の検査画像データの
推定結果との比較を前記演算処理装置に行わせる処理を含む、ことを特徴とする請求項１
５に記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記記録不良を検査する処理は、前記第一の検査画像を構成している各画素と前記基準
画像のうち前記第二面に対し前記記録処理が行われるものを構成している各画素との間で
当該第二面上における位置が相互に対応している一対の画素のうち輝度値が低い方を画素
毎に選択し、当該選択された画素を並べることによって前記第二の検査画像を推定して前
記推定結果を得る処理を含む、ことを特徴とする請求項１６に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記記録不良を検査する処理は、前記基準画像データと、前記第一の検査画像データ及
び前記第二の検査画像データに基づいた推定により得られる当該基準画像データの推定結
果との比較を前記演算処理装置に行わせる処理を含む、ことを特徴とする請求項１５に記
載のプログラム。
【請求項１９】
　前記記録不良を検査する処理は、前記第一の検査画像を構成している各画素と前記第二
の検査画像を構成している各画素との間で当該第二面上における位置が相互に対応してい
る一対の画素において輝度値の差を画素毎に算出し、当該算出された差を輝度値として画
素を並べることによって前記基準画像のうち当該第二面に対し前記記録処理が行われるも
のを推定して前記推定結果を得る処理を含む、ことを特徴とする請求項１８に記載のプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙やフィルム等の記録媒体に画像を記録する画像記録技術に関し、特に、記
録媒体に対する記録処理において発生することがある記録不良を検出する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　記録媒体の両面に画像を記録する画像記録装置においては、画像の記録不良を検査する
手法として、記録媒体から記録処理後の画像を両面それぞれに読み取り、読み取った記録
画像を当該記録処理における記録対象の画像と比較するという手法が知られている。この
手法では、記録媒体における読み取り対象の面に、当該面の反対面に記録した画像が裏写
りするため、当該記録媒体から記録画像を片面ずつ読み取る際に当該反対面の記録画像も
読み取ってしまい、記録不良の検査精度を低下させていた。このような課題を解決する技
術としては、従来より幾つか提案されている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、記録媒体の両面に記録処理を行った後に両面のそれぞれの記録
画像を読み取り、表面裏面それぞれの読み取り記録画像を互いに補正することで裏写りの
影響を軽減させる技術が開示されている。この技術は、記録媒体の裏面の読み取り記録画
像に含まれている裏写りした成分を、当該記録媒体の表面の読み取り記録画像を用いて補
正すると共に、当該表面の読み取り記録画像に含まれている裏写りした成分を、当該裏面
の読み取り記録画像を用いて補正するというものである。この技術は、このようにするこ
とで、記録媒体の表面裏面それぞれの読み取り記録画像に含まれている裏写りの影響を軽
減した記録不良の検査を可能にしている。
【０００４】
　また、例えば特許文献２には、記録媒体の表面の記録処理後にまず当該表面の記録画像
を読み取り、続いて当該記録媒体の裏面に記録処理を行い、その後に当該裏面の記録画像
を取り込むという技術が開示されている。この技術は、当該表面の記録処理後で当該裏面
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の記録処理前に取り込んだ当該表面の読み取り記録画像には、裏写りの影響がないので、
当該表面の記録画像に対し良好な記録不良の検査を可能にしている。また、この技術は、
当該裏面の記録画像に対する記録不良の検査において、当該表面の記録画像の当該裏面へ
の裏写り量を、当該表面の読み取り記録画像と当該記録媒体の透過光量とに基づいて推測
し、記録媒体の裏面の読み取り記録画像に含まれている裏写り成分を、当該推測結果を用
いて補正する。この技術は、このようにすることで、当該裏面の記録画像に対しても良好
な記録不良の検査を可能にしている。
【特許文献１】特開平９－３１２７７０号公報
【特許文献２】特開２００５－２１７９３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述した特許文献１に開示されている技術では、記録媒体における検査対象面の読み取
り記録画像の補正に使用する反対面の読み取り記録画像に、既に検査対象面の記録画像の
裏写りが存在していることが適切な補正の妨げになっている。
【０００６】
　また、特許文献１及び特許文献２に開示されている技術では、検査対象面の読み取り記
録画像の補正には反対側の面の読み取り記録画像と透過光量とを考慮して裏写り量が推測
されている。しかしながら、これらの技術においては、例えば記録媒体として紙を用いた
場合、繊維の密度が均一でないため記録媒体の部位により光透過率にムラがあるため、推
測された補正量と実際の裏写り画像とでは誤差が生じる結果、記録不良の検査精度の低下
を招く。
【０００７】
　そこで本発明は、前述した問題に鑑みてなされたものであり、記録媒体両面への記録処
理により裏写りが生じた場合でも、この裏写りを補正して記録不良の検出を精度良く行う
ことが可能な画像記録装置、その装置による記録不良検出方法及びプログラムの提供を目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前述した目的を達成するために、本発明の態様のひとつである画像記録装置は、基準画
像を示している基準画像データに基づいて、シート状の記録媒体における片方の面である
第一面と当該第一面の裏面である第二面との両面に対し記録処理を行う画像記録装置にお
いて、記録媒体の第一面に対する記録処理が行われた後に、第一の検査画像データの取得
として、当該記録媒体の第二面に対する記録処理が行われる前の当該記録媒体の当該第二
面を撮像する第一の検査画像取得部と、記録媒体の第一面及び第二面の両面に対する記録
処理が行われた後に、第二の検査画像データの取得として、当該記録媒体の当該第二面を
撮像する第二の検査画像取得部と、基準画像データ、第一の検査画像データ、及び第二の
検査画像データに基づいて、記録媒体の第二面に対する記録処理での記録不良を検査する
記録不良検査部と、を少なくとも備える、ことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の別の態様のひとつである記録不良検出方法は、基準画像を示している基
準画像データに基づいて、シート状の記録媒体における片方の面である第一面と当該第一
面の裏面である第二面との両面に対し記録処理を行う画像記録装置により行われる記録不
良検出方法であって、記録媒体の第一面に対する記録処理が行われた後に、第一の検査画
像データの取得として、当該記録媒体の第二面に対する記録処理が行われる前の当該記録
媒体の当該第二面を撮像し、記録媒体の第一面及び第二面の両面に対する記録処理が行わ
れた後に、第二の検査画像データの取得として、当該記録媒体の当該第二面を撮像し、基
準画像データ、第一の検査画像データ、及び第二の検査画像データに基づいて、記録媒体
の第二面に対する記録処理での記録不良を検査する、ことを特徴とする。
【００１０】
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　また、本発明の更なる別の態様のひとつであるプログラムは、基準画像を示している基
準画像データに基づいて、シート状の記録媒体における片方の面である第一面と当該第一
面の裏面である第二面との両面に対し記録処理を行う画像記録装置により行われる記録不
良の検出を演算処理装置に行わせるためのプログラムであって、記録媒体の第一面に対す
る記録処理が行われた後に、第一の検査画像データの取得として、当該記録媒体の第二面
に対する記録処理が行われる前の当該記録媒体の当該第二面を撮像する処理と、記録媒体
の第一面及び第二面の両面に対する記録処理が行われた後に、第二の検査画像データの取
得として、当該記録媒体の当該第二面を撮像する処理と、基準画像データ、第一の検査画
像データ、及び第二の検査画像データに基づいて、記録媒体の第二面に対する記録処理で
の記録不良を検査する処理と、を演算処理装置に行わせる、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、記録媒体両面への記録処理により裏写りが生じた場合でも、この裏写
りを補正して記録不良の検出を精度良く行うことが可能な画像記録装置、その装置による
記録不良検出方法及びプログラムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の説明においては、
記録媒体の搬送方向を副走査方向とし、この搬送方向に直交する方向を主走査方向と定義
する。
【００１３】
　まず、本発明を実施する画像記録装置の第一実施形態について説明する。
　図１は、本第一実施形態に係る画像記録装置の概念的なブロック構成を示している。ま
た、図２は、本第一実施形態に係る画像記録装置の各構成要素の配置を示している。
【００１４】
　本第一実施形態に係る画像記録装置１は、上位装置１３から送られてくる画像データに
基づいてシート状の記録媒体１４へインクを吐出して定着させることで画像の記録を行う
記録処理と、この記録処理の際に生じ得る記録不良を検出する記録不良検出処理と、を行
う。
【００１５】
　本第一実施形態においては、記録媒体１４を、初期状態ではロール状に巻かれている連
続した例えば紙やフィルムと想定する。
　画像記録装置１は、モード設定部２と、媒体搬送機構３と、記録部７（表面記録部７Ａ
及び裏面記録部７Ｂ）と、制御部８と、第一の検査画像取得部１１と、第二の検査画像取
得部１２（第二の表面検査画像取得部１２Ａ及び第二の裏面検査画像取得部１２Ｂ）と、
を少なくとも備えて構成されている。この画像記録装置１には、画像データを含むジョブ
情報を画像記録装置１へ通知する上位装置１３（例えばホストコンピュータ）が、ＬＡＮ
（Local Area Network）等を介して接続される。
【００１６】
　モード設定部２は、画像記録装置１の動作内容を示す動作モードのうち、通常の記録処
理を行う動作モード、又は記録不良検出を行う動作モードのどちらかをユーザに選択させ
た際の選択結果を取得する。モード設定部２は、例えば画像記録装置１の操作パネルに設
けられたスイッチで構成する。なお、本実施形態では、これに代わり、例えばコンピュー
タである上位装置１３の表示部及び操作入力部で提供されるＧＵＩ（Graphical User Int
erface）等のユーザインタフェースをドライバソフトウェアの実行により上位装置１３で
構成し、これをモード設定部２として使用するようにしてもよい。
【００１７】
　媒体搬送機構３は、記録媒体１４の搬送を行うものであり、媒体給送部４、媒体支持部
５（表面媒体支持部５Ａ及び裏面媒体支持部５Ｂ）、媒体回収部６、及び媒体搬送情報生
成部１７（表面媒体搬送情報生成部１７Ａ及び裏面媒体搬送情報生成部１７Ｂ）を備えて
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いる。
【００１８】
　記録媒体１４は、図２に示すように、媒体給送部４の給送媒体保持部材４Ａａに巻回さ
れている。また、記録媒体１４の先端は、表面媒体支持部５Ａ及び裏面媒体支持部５Ｂを
介して媒体回収部６の回収媒体保持部材６Ａａに巻回されている。媒体搬送駆動部６Ａｃ
（例えばモータ）は、媒体回収部６の回収媒体保持部材６Ａａにベルト６Ａｂを介して接
続されており、制御部８より媒体搬送機構３に対して記録媒体１４を搬送する指示に応じ
て駆動する。
【００１９】
　表面媒体搬送情報生成部１７Ａ（例えばロータリエンコーダ）は、表面媒体支持部５Ａ
の表面媒体支持部軸５Ａａに接続されており、回収媒体保持部材６Ａａの回転による記録
媒体１４の搬送量（移動量）に対応したパルス信号を生成して制御部８へ出力する。また
、裏面媒体搬送情報生成部１７Ｂ（例えばロータリエンコーダ）は、裏面媒体支持部５Ｂ
の裏面媒体支持部軸５Ｂａに接続されており、回収媒体保持部材６Ａａの回転による記録
媒体１４の搬送量（移動量）に対応したパルス信号を生成して制御部８へ出力する。
【００２０】
　表面記録部７Ａ及び裏面記録部７Ｂでは、どちらも例えば記録媒体１４の搬送経路の上
流側よりＫ（ブラック）、Ｃ（シアン）、Ｍ（マゼンタ）、及びＹ（イエロー）の順に、
各色の記録ヘッド７Ａ－１乃至７Ａ－４及び７Ｂ－１乃至７Ｂ－４が副走査方向に略平行
に配設されており、また主走査方向には同一色の複数のノズルが配列されて構成されてい
る。
【００２１】
　表面記録部７Ａは、制御部８からの指示に応じ、表面媒体搬送情報生成部１７Ａで生成
されるパルス信号に同期した所定のタイミングで、記録ヘッド７Ａ－１乃至７Ａ－４の複
数のノズルから記録媒体１４の表面（第一面）に対し各色のインクを吐出させることで当
該表面への記録処理を行う。また、裏面記録部７Ｂは、制御部８からの指示に応じ、裏面
媒体搬送情報生成部１７Ｂで生成されるパルス信号に同期した所定のタイミングで、記録
ヘッド７Ｂ－１乃至７Ｂ－４の複数のノズルから記録媒体１４の裏面（第二面）に対し各
色のインクを吐出させることで当該裏面への記録処理を行う。
【００２２】
　制御部８は、記録不良検査部９及び記憶部１０を備えており、記録不良検査部９に基づ
く制御を含む画像記録装置１の各構成要素の制御を行う。制御部８は、例えば制御機能及
び演算機能を有するＭＰＵ（Micro Processor Unit：演算処理装置）及び制御プログラム
を格納するＲＯＭ（Read Only Memory）やＭＰＵのワークメモリとなるＲＡＭ（Random A
ccess Memory）等からなる処理回路、画像記録装置１の制御に関する各種の設定値等を記
憶しておく不揮発性メモリ、並びに、前述した第一の検査画像取得部１１及び第二の検査
画像取得部１２を接続してこれらから送られてくる画像データを受け取る接続インタフェ
ースを少なくとも有する構成とする。ここで、ＭＰＵは、所定の制御プログラムを実行す
ることにより、例えば記録不良検査部９に基づく制御処理、記録媒体１４への記録処理、
及び記録媒体１４の搬送処理を含む画像記録装置１の各構成要素の制御を行う。なお、記
憶部１０は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、及び不揮発性メモリにより構成される。ここでこのＲＯＭ
には、前述した制御プログラムを予め記憶させておく。また、ＲＡＭは、各種のデータの
一時記憶領域としても使用され、上位装置１３から送られてきた当該画像データを記憶す
る。また、不揮発性メモリには、記録不良検出のために用いるパラメータ等も記憶する。
なお、記録不良検査部９は、例えばＭＰＵにより制御される処理回路（ハードウェア）と
して構成することも可能である。
【００２３】
　第一の検査画像取得部１１は、裏面媒体支持部５Ｂに対向する位置で、記録媒体１４の
搬送経路における表面記録部７Ａより下流側、且つ裏面記録部７Ｂより上流側の位置に設
置されている。従って、第一の検査画像取得部１１は、記録媒体１４の表面に対する記録
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処理が行われた後に、第一の検査画像データの取得として、裏面に対する記録処理が行わ
れる前の記録媒体１４の当該裏面を撮像する。
【００２４】
　第二の表面検査画像取得部１２Ａは、表面媒体支持部５Ａに対向する位置で、記録媒体
１４の搬送経路における表面記録部７Ａより下流側、且つ裏面記録部７Ｂより上流側の位
置に設置されている。従って、第二の表面検査画像取得部１２Ａは、記録媒体１４の表面
に対する記録処理が行われた後に、第二の検査画像データの取得として、裏面に対する記
録処理が行われる前における記録媒体１４の当該表面を撮像する。
【００２５】
　第二の裏面検査画像取得部１２Ｂは、裏面媒体支持部５Ｂに対向する位置で、記録媒体
１４の搬送経路における裏面記録部７Ｂより下流側の位置に設置されている。従って、第
二の裏面検査画像取得部１２Ｂは、記録媒体１４の表面及び裏面の両面に対する記録処理
が行われた後に、第二の検査画像データの取得として、記録媒体１４の当該裏面を撮像す
る。
【００２６】
　第一の検査画像取得部１１、第二の表面検査画像取得部１２Ａ、及び第二の裏面検査画
像取得部１２Ｂによる画像データの取得は、画像記録装置１における前述したモード設定
部２が記録不良検出を行うモードを選択した際に行われる。
【００２７】
　次に、制御部８の記録不良検査部９によって行われる記線不良の判定手法について説明
する。
　図３は、本発明の第一実施形態に係る記録不良検査の処理の概要を示している。図４は
、本発明の第一実施形態に係る記録不良検査に用いられる画像の例を示している。
【００２８】
　まず、第二の表面検査画像取得部１２Ａは、上位装置１３から表面の基準画像データ（
記録媒体１４の表面に対し記録処理を行う画像のデータ）として送られてくる表面基準画
像５０に従って表面記録部７Ａが記録媒体１４の表面に記録処理を行った後の記録媒体１
４の当該表面の状態を撮像して表面検査画像５１を取得する。なお、ここでの説明では、
取得した表面検査画像５１において、例えば図４に示すように、記録処理の際に生じた汚
れ７０のような記録不良が記録媒体１４上に現れていた場合とする。
【００２９】
　ここで、第一の比較検査２０は、表面基準画像５０と表面検査画像５１との比較を行い
、抽出された差異を表面比較画像５２として生成する。具体的に説明すると、第一の比較
検査２０は、表面基準画像５０を構成している各画素と表面検査画像５１を構成している
各画素との間で記録媒体１４の表面上における位置が相互に対応している一対の画素の輝
度値の差を画素毎に算出し、当該算出された差を輝度値として画素を並べることで、表面
比較画像５２を生成する。
【００３０】
　図４の例では、このようにして生成される表面比較画像５２として、記録処理の際に生
じた汚れ７０のみが抽出された画像を示している。記録不良検査部９は、表面比較画像５
２に所定の閾値を超える輝度値の画素が存在する場合、記録媒体１４の表面における当該
画素に対応する位置に記録不良があると判断する。
【００３１】
　次に、第一の検査画像取得部１１が、上位装置１３から裏面の基準画像データ（記録媒
体１４の裏面に対し記録処理を行う画像のデータ）として送られてくる裏面基準画像５３
に従って裏面記録部７Ｂが記録媒体１４の裏面に記録処理を行う前の記録媒体１４の当該
裏面の状態を撮像して裏面記録前検査画像５４を得る。なお、ここでの説明では、裏面記
録前検査画像５４において、記録媒体１４の表面に記録処理が既に行われているので、図
４に示すように、表面に記録処理された画像の鏡面画像が薄く裏写りとなって記録媒体１
４の裏面に現れていた場合とする。
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【００３２】
　次に、裏面基準画像５３と裏面記録前検査画像５４とに対しては、最小値処理２１が行
われて最小値画像５５を得る。具体的に説明すると、最小値処理２１では、裏面基準画像
５３を構成している各画素と裏面記録前検査画像５４を構成している各画素との間で記録
媒体１４の裏面上における位置が相互に対応している一対の画素のうち輝度値が低い方を
画素毎に選択し、当該選択された画素を並べることで、最小値画像５５を生成する。この
最小値画像５５は、裏面基準画像５３に従って裏面記録部７Ｂが記録媒体１４の裏面に記
録処理を行った後の記録媒体１４の当該裏面の状態を第二の裏面検査画像取得部１２Ｂが
撮像して得られる画像を、裏面基準画像５３及び裏面記録前検査画像５４に基づいて推定
したものである。
【００３３】
　次に、第二の裏面検査画像取得部１２Ｂは、前述した裏面基準画像５３に従って裏面記
録部７Ｂが記録媒体１４の裏面に記録処理を行った後の記録媒体１４の当該裏面の状態を
撮像して裏面記録後検査画像５６を取得する。なお、ここでの説明では、取得した裏面記
録後検査画像５６において、例えば図４に示す記録抜け７１のような、裏面基準画像５３
に従って適切な記録処理が行われなかった記録不良が記録媒体１４上に現れていた場合と
する。
【００３４】
　このとき、第二の比較検査２２は、最小値画像５５と裏面記録後検査画像５６との比較
を行い、抽出された差異を裏面比較画像５７として生成する。具体的に説明すると、第二
の比較検査２２では、最小値画像５５を構成している各画素と裏面記録後検査画像５６を
構成している各画素との間で記録媒体１４の裏面上における位置が相互に対応している一
対の画素の輝度値の差を画素毎に算出し、当該算出された差を輝度値として画素を並べる
ことで、裏面比較画像５７を生成する。
【００３５】
　図４の例では、このようにして生成される裏面比較画像５７として、記録処理の際に生
じた記録抜け７１のみが抽出された画像を示している。記録不良検査部９は、裏面比較画
像５７に所定の閾値を超える輝度値の画素が存在する場合、記録媒体１４の裏面における
当該画素に対応する位置に記録不良があると判断する。
【００３６】
　このように、本第一実施形態では、記録不良検査部９が、裏面記録後検査画像５６と、
裏面基準画像５３及び裏面記録前検査画像５４に基づいた推定により得られる裏面記録後
検査画像５６の推定結果とを比較することによって、記録媒体１４の裏面に対する記録処
理での記録不良の検査を行うという特徴を有している。
【００３７】
　ここで図５について説明する。同図は、本第一実施形態における制御部８によって行わ
れる記録不良検査処理の処理内容をフローチャートで示したものである。制御部８は、Ｍ
ＰＵがＲＯＭに格納されている所定の制御プログラムを読み出して実行することによって
、この記録不良検査処理を行うことが可能となり、記録不良検査部９として機能する。
【００３８】
　図５において、制御部８は、まずステップＳａ１において、上位装置１３から送られて
きた表面基準画像５０を取得して記憶部１０に記憶させる処理を行う。
　次に、制御部８は、ステップＳａ２において、第二の表面検査画像取得部１２Ａに指示
を与えて、上位装置１３から送られてきた表面基準画像５０に従って表面記録部７Ａが記
録媒体１４の表面に記録処理を行った後の記録媒体１４の当該表面の状態を第二の表面検
査画像取得部１２Ａに撮像させ、撮像された表面検査画像５１を第二の表面検査画像取得
部１２Ａから取得して記憶部１０に記憶させる処理を行う。
【００３９】
　次に、制御部８は、ステップＳａ３において、表面基準画像５０と表面検査画像５１と
を記憶部１０から読み出して両者の比較を行い、抽出された差異を表面比較画像５２とし
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て生成する処理を行う。この処理の具体的な処理内容は、第一の比較検査２０の処理とし
て前述したものである。
【００４０】
　次に、制御部８は、ステップＳａ４において、記録媒体１４の表面に対する記録処理に
おける欠陥の有無を判定する処理、すなわち表面比較画像５２に所定の閾値を超える輝度
値の画素が存在するか否かを判定する処理を行う。ここで、制御部８は、当該欠陥がある
と判定したときにはステップＳａ５に処理を進め、当該欠陥はないと判定したときにはス
テップＳａ７に処理を進める。
【００４１】
　制御部８は、ステップＳａ５において、記録媒体１４の表面に対する記録処理で欠陥を
発見した旨を上位装置１３へ通知する処理を行う。続いて制御部８は、ステップＳａ６に
おいて、発見された欠陥の位置（輝度値が所定の閾値を超えていた画素に対応する記録媒
体１４の表面上の位置）を上位装置１３へ通知する処理を行い、その後はステップＳａ７
に処理を進める。
【００４２】
　次に、制御部８は、ステップＳａ７において、上位装置１３から送られてきた裏面基準
画像５３を取得して記憶部１０に記憶させる処理を行う。
　次に、制御部８は、ステップＳａ８において、第一の検査画像取得部１１に指示を与え
て、裏面基準画像５３に従って裏面記録部７Ｂが記録媒体１４の裏面に記録処理を行う前
の記録媒体１４の当該裏面の状態を第一の検査画像取得部１１に撮像させ、撮像された裏
面記録前検査画像５４を取得して記憶部１０に記憶させる処理を行う。
【００４３】
　次に、制御部８は、ステップＳａ９において、裏面基準画像５３と裏面記録前検査画像
５４とに対し前述した最小値処理２１を行う。この最小値処理２１により得られた最小値
画像５５は記憶部１０に記憶される。
【００４４】
　次に、制御部８は、ステップＳａ１０において、第二の裏面検査画像取得部１２Ｂに指
示を与えて、裏面基準画像５３に従って裏面記録部７Ｂが記録媒体１４の裏面に記録処理
を行った後の記録媒体１４の当該裏面の状態を第二の裏面検査画像取得部１２Ｂに撮像さ
せ、撮像された裏面記録後検査画像５６を第二の裏面検査画像取得部１２Ｂから取得して
記憶部１０に記憶させる処理を行う。
【００４５】
　次に、制御部８は、ステップＳａ１１において、最小値画像５５と裏面記録後検査画像
５６とを記憶部１０から読み出して両者の比較を行い、抽出された差異を裏面比較画像５
７として生成する処理を行う。この処理の具体的な処理内容は、第二の比較検査２２の処
理として前述したものである。
【００４６】
　次に、制御部８は、ステップＳａ１２において、記録媒体１４の裏面に対する記録処理
における欠陥の有無を判定する処理、すなわち裏面比較画像５７に所定の閾値を超える輝
度値の画素が存在するか否かを判定する処理を行う。ここで、制御部８は、当該欠陥があ
ると判定したときにはステップＳａ１３に処理を進め、当該欠陥はないと判定したときに
はステップＳａ１５に処理を進める。
【００４７】
　制御部８は、ステップＳａ１３において、記録媒体１４の裏面に対する記録処理で欠陥
を発見した旨を上位装置１３へ通知する処理を行う。続いて制御部８は、ステップＳａ１
４において、発見された欠陥の位置（輝度値が所定の閾値を超えていた画素に対応する記
録媒体１４の裏面上の位置）を上位装置１３へ通知する処理を行い、その後はステップＳ
ａ１５に処理を進める。
【００４８】
　次に、制御部８は、ステップＳａ１５において、上位装置１３から指示されている記録
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処理を全て終了したか否かを判定する処理を行う。ここで、制御部８は、当該記録処理を
全て終了したと判定したとき（判定結果がＹｅｓのとき）、この記録不良検査処理を終了
する。一方、制御部８は、当該記録処理が未だ終了していないと判定したとき（判定結果
がＮｏのとき）、ステップＳａ１へ処理を戻して前述した処理を再度行う。
【００４９】
　以上までの処理が記録不良検査処理である。制御部８は、この記録不良検査処理を行う
ことにより、記録不良検査部９として機能し、表面基準画像５０及び表面検査画像５１に
基づく記録媒体１４の表面に対する記録処理での記録不良の検査と、裏面基準画像５３、
裏面記録前検査画像５４、及び裏面記録後検査画像５６に基づく記録媒体１４の裏面に対
する記録処理での記録不良の検査とが、画像記録装置１で行えるようになる。
【００５０】
　以上説明したように、本第一実施形態によれば、記録媒体１４の表面における記録不良
の検査のための検査画像を、裏面に対する記録処理を行う前に取得するので、裏写りの影
響なく精度の高い検査を行うことができる。
【００５１】
　また、本第一実施形態によれば、記録媒体１４の裏面における記録不良の検査のため、
当該裏面に対する記録処理を行う前に取得した当該裏面の画像を用いて当該記録処理後に
得られると期待される検査画像を推定し、この推定結果と当該裏面に対する記録処理の実
施後に実際に取得した検査画像との比較によって記録不良の有無を判定するので、裏写り
の影響なく精度の高い検査を行うことができる。
【００５２】
　更に、図２に各構成要素の配置を示した本第一実施形態に係る画像記録装置１において
は、第一の検査画像取得部１１が裏面記録前検査画像５４を取得するときの位置から第二
の裏面検査画像取得部１２Ｂが裏面記録後検査画像５６を取得するときの位置まで記録媒
体１４を搬送する間、裏面媒体支持部５Ｂによる記録媒体１４が継続する。従って、第二
の検査画像データの取得では、この間において、記録媒体１４の伸縮や、記録媒体１４の
搬送における斜行や蛇行が防止されるので、前述した検査画像の推定を高い精度で行える
こととなり、結果記録媒体１４の裏面における記録不良の検査の精度が更に高まる。
【００５３】
　なお、本第一実施形態においては、記録媒体１４に対する記録処理前の検査画像を取得
する第一の検査画像取得部１１を２つ用意してそれぞれ表面媒体支持部５Ａ及び裏面媒体
支持部５Ｂに対向する位置に設置し、記録媒体１４の表面の記録不良検査においても、記
録前検査画像と基準画像との最小値画像と、記録後検査画像との比較により記録不良を検
査する構成とすることも可能である。
【００５４】
　次に、本発明を実施する画像記録装置の第二実施形態について説明する。
　前述した本発明の第一実施形態では、裏面基準画像５３と裏面記録前検査画像５４とに
基づいて最小値処理２１により生成された画像と、裏面記録後検査画像５６とを比較する
ことで、記録媒体１４裏面の記録不良検査を行っていた。これに対し、本第二実施形態は
、裏面記録前検査画像５４と裏面記録後検査画像５６とで差分処理により生成された画像
と、裏面基準画像５３とを比較することで、記録媒体１４裏面の記録不良検査を行う。
【００５５】
　本第二実施形態に係る画像記録装置のブロック構成及び配置構成は、それぞれ図１及び
図２に示した第一実施形態に係るものと同一である。従って、その詳細な説明は省略する
。
【００５６】
　図６は、本発明の第二実施形態に係る記録不良検査の処理の概要を示している。図７は
、本発明の第二実施形態に係る記録不良検査に用いられる画像の例を示している。
　なお、本第二実施形態における制御部８の記録不良検査部９によって行われる記録不良
の判定手法のうち、記録媒体１４の表面について行う検査の方式は、第一実施形態に係る
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ものと同様であるので、その説明は省略する。
【００５７】
　第一の比較検査２０による記録媒体１４の表面に対する記録不良検査に続いて、第一の
検査画像取得部１１が、上位装置１３から裏面の基準画像データとして送られてくる裏面
基準画像５３に従って裏面記録部７Ｂが記録媒体１４の裏面に記録処理を行う前の記録媒
体１４の当該裏面の状態を撮像して裏面記録前検査画像５４を得る。なお、ここでの説明
では、裏面記録前検査画像５４において、記録媒体１４の表面に記録処理が既に行われて
いるので、表面に記録処理された画像の鏡面画像が薄く裏写りとなって記録媒体１４の裏
面に現れていた場合とする。
【００５８】
　次に、第二の裏面検査画像取得部１２Ｂが、前述した裏面基準画像５３に従って裏面記
録部７Ｂが記録媒体１４の裏面に記録処理を行った後の記録媒体１４の当該裏面の状態を
撮像して裏面記録後検査画像５６を取得する。なお、ここでの説明では、取得した裏面記
録後検査画像５６において、例えば図７に示す記録抜け７１のような、裏面基準画像５３
に従って適切な記録処理が行われなかった記録不良が記録媒体１４上に現れていた場合と
する。
【００５９】
　次に、裏面記録前検査画像５４と裏面記録後検査画像５６とに対し差分処理２３が行わ
れて裏面差分画像５８を得る。具体的には、差分処理２３は、裏面記録前検査画像５４を
構成している各画素と裏面記録後検査画像５６を構成している各画素との間で記録媒体１
４の裏面上における位置が相互に対応している一対の画素において輝度値の差（裏面記録
後検査画像５６の各画素の輝度値から裏面記録前検査画像５４各画素の輝度値を減算した
値）を画素毎に算出し、当該算出された差を輝度値として画素を並べることで、裏面差分
画像５８を生成する。この裏面差分画像５８は、裏面記録前検査画像５４及び裏面記録後
検査画像５６に基づいた裏面基準画像５３の推定結果である。
【００６０】
　ここで、第二の比較検査２２が、裏面基準画像５３と裏面差分画像５８との比較を行い
、抽出された差異を裏面比較画像５７として生成する。具体的には、第二の比較検査２２
は、裏面基準画像５３を構成している各画素と裏面差分画像５８を構成している各画素と
の間で記録媒体１４の裏面上における位置が相互に対応している一対の画素の輝度値の差
を画素毎に算出し、当該算出された差を輝度値として画素を並べることで、裏面比較画像
５７を生成する。
【００６１】
　図７の例では、このようにして生成される裏面比較画像５７として、記録処理の際に生
じた記録抜け７１のみが抽出された画像を示している。記録不良検査部９は、裏面比較画
像５７に所定の閾値を超える輝度値の画素が存在する場合、記録媒体１４の裏面における
当該画素に対応する位置に記録不良があると判断する。
【００６２】
　ここで図８について説明する。同図は、本第二実施形態における制御部８によって行わ
れる記録不良検査処理の処理内容をフローチャートで示したものである。制御部８は、Ｍ
ＰＵがＲＯＭに格納されている所定の制御プログラムを読み出して実行することによって
、この記録不良検査処理を行うことが可能となり、記録不良検査部９として機能する。
【００６３】
　なお、図８におけるステップＳｂ１からステップＳｂ６までの処理は、記録媒体１４の
表面に対する記録不良の検査のための処理である。この処理は、図５に示した本第一実施
形態における記録不良検査処理のステップＳａ１からステップＳａ６までの処理と同一で
あるので、その説明は省略する。
【００６４】
　制御部８は、ステップＳｂ１からステップＳｂ６までの処理に続き、ステップＳｂ７に
おいて、上位装置１３から送られてきた裏面基準画像５３を取得して記憶部１０に記憶さ
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せる処理を行う。
【００６５】
　次に、制御部８は、ステップＳｂ８において、第一の検査画像取得部１１に指示を与え
て、裏面基準画像５３に従って裏面記録部７Ｂが記録媒体１４の裏面に記録処理を行う前
の記録媒体１４の当該裏面の状態を第一の検査画像取得部１１に撮像させ、撮像された裏
面記録前検査画像５４を取得して記憶部１０に記憶させる処理を行う。
【００６６】
　次に、制御部８は、ステップＳｂ９において、第二の裏面検査画像取得部１２Ｂに指示
を与えて、裏面基準画像５３に従って裏面記録部７Ｂが記録媒体１４の裏面に記録処理を
行った後の記録媒体１４の当該裏面の状態を第二の裏面検査画像取得部１２Ｂに撮像させ
、撮像された裏面記録後検査画像５６を第二の裏面検査画像取得部１２Ｂから取得して記
憶部１０に記憶させる処理を行う。
【００６７】
　次に、制御部８は、ステップＳｂ１０において、裏面記録前検査画像５４と裏面記録後
検査画像５６とに対し前述した差分処理２３を行う。この差分処理２３により得られた裏
面差分画像５８は、記憶部１０に記憶される。
【００６８】
　次に、制御部８は、ステップＳｂ１１において、裏面基準画像５３と裏面差分画像５８
とを記憶部１０から読み出して両者の比較を行い、抽出された差異を裏面比較画像５７と
して生成する処理を行う。この処理の具体的な処理内容は、第二の比較検査２２の処理と
して前述したものである。
【００６９】
　次に、制御部８は、ステップＳｂ１２において、記録媒体１４の裏面に対する記録処理
における欠陥の有無を判定する処理、すなわち裏面比較画像５７に所定の閾値を超える輝
度値の画素が存在するか否かを判定する処理を行う。ここで、制御部８は、当該欠陥があ
ると判定したときステップＳｂ１３に処理を進め、当該欠陥はないと判定したときステッ
プＳｂ１５に処理を進める。
【００７０】
　制御部８は、ステップＳｂ１３において、記録媒体１４の裏面に対する記録処理におい
て欠陥を発見した旨を上位装置１３へ通知する処理を行う。続いて制御部８は、ステップ
Ｓｂ１４において、発見された欠陥の位置（輝度値が所定の閾値を超えていた画素に対応
する記録媒体１４の裏面上の位置）を上位装置１３へ通知する処理を行い、その後はステ
ップＳｂ１５に処理を進める。
【００７１】
　次に、制御部８は、ステップＳｂ１５において、上位装置１３から指示されている記録
処理を全て終了したか否かを判定する処理を行う。ここで、制御部８は、当該記録処理を
全て終了したと判定したとき（判定結果がＹｅｓのとき）、この記録不良検査処理を終了
する。一方、制御部８は、当該記録処理が未だ終了していないと判定したとき（判定結果
がＮｏのとき）、ステップＳａ１へ処理を戻して前述した処理を再度行う。
【００７２】
　以上までの処理が記録不良検査処理である。制御部８は、この記録不良検査処理を行う
ことにより、記録不良検査部９として機能し、表面基準画像５０及び表面検査画像５１に
基づく記録媒体１４の表面に対する記録処理での記録不良の検査と、裏面基準画像５３、
裏面記録前検査画像５４、及び裏面記録後検査画像５６に基づく記録媒体１４の裏面に対
する記録処理での記録不良の検査とが、画像記録装置１で行えるようになる。
【００７３】
　以上説明したように、本第二実施形態によれば、記録媒体１４の裏面における記録不良
の検査のため、当該裏面に対する記録処理の前後にそれぞれ取得した当該裏面の画像（裏
面記録前検査画像５４及び裏面記録後検査画像５６）を用いて裏面基準画像５３を推定し
、この推定結果と実際の裏面基準画像５３との比較によって記録不良の有無を判定するの
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で、裏写りの影響なく精度の高い検査を行うことができる。
【００７４】
　次に、本発明を実施する画像記録装置の第三実施形態について説明する。
　前述した本発明の第一実施形態に係る画像記録装置１は、初期状態ではロール状に巻か
れている連続した例えば紙やフィルムである記録媒体１４に対して記録処理を行うもので
あった。これに対し、本第三実施形態に係る画像記録装置は、例えばカット紙やカットフ
ィルムと呼ばれている予め所定のサイズに揃えられたシート状の記録媒体に対して記録処
理を行うものである。
【００７５】
　本第三実施形態に係る画像記録装置のブロック構成は、図１に示した第一実施形態に係
るものと同一であるので、説明は省略する。
　図９について説明する。図９は、本発明の第三実施形態に係る画像記録装置の各構成要
素の配置を示している。
【００７６】
　図９に示す画像記録装置１の構成においては、制御部８が記録媒体１４の搬送指示を出
力すると、ローラ４Ｂａが駆動して媒体給送部４であるトレイ４Ｂｂ内の記録媒体１４が
、媒体支持部５における無端ベルト上に供給される。
【００７７】
　供給選択部８２は、媒体支持部５への記録媒体１４を供給する供給元として、媒体給送
部４と反転機構８４とのどちらかを選択する。この画像記録装置１は、記録媒体１４への
記録処理を新規に行う場合、記録媒体１４の表面への記録処理を先に行うので、供給選択
部８２が、当該供給元として媒体給送部４をまず選択する。
【００７８】
　媒体支持部５における無端ベルトは、駆動ローラ８０と従動ローラ８１とに架設されて
いる。駆動ローラ８０の駆動回転軸８０ａには、媒体搬送駆動部１５（例えばモータ）が
接続されており、媒体搬送駆動部１５を駆動させると駆動ローラ８０及び媒体支持部５を
介して記録媒体１４が搬送される。
【００７９】
　従動ローラ８１の従動回転軸８１ａには媒体搬送情報生成部１７（例えばローダリエン
コーダ）が接続されている。媒体搬送情報生成部１７は、媒体支持部５による記録媒体１
４の搬送量（移動量）に対応したパルス信号を生成して制御部８へ出力する。
【００８０】
　記録部７では、例えば記録媒体１４の搬送経路の上流側よりＫ（ブラック）、Ｃ（シア
ン）、Ｍ（マゼンタ）、及びＹ（イエロー）の順に、各色の記録ヘッド７－１乃至７－４
が副走査方向に略平行に配設されており、また主走査方向には同一色の複数のノズルが配
列されて構成されている。記録部７は、制御部８からの指示に応じ、媒体搬送情報生成部
１７で生成されるパルス信号に同期した所定のタイミングで、記録ヘッド７－１乃至７－
４の複数のノズルから記録媒体１４に対し各色のインクを吐出させることで記録媒体１４
への記録処理を行う。
【００８１】
　排出選択部８３は、制御部８からの指示に従って記録媒体１４の搬送経路の選択を行う
。排出選択部８３は、記録媒体１４への記録処理がその片面（表面のみ）に対して行って
いる場合、若しくは記録媒体１４の裏面への記録処理が完了した場合、媒体回収部６への
経路を選択する。すると、この場合には、記録媒体１４が媒体回収部６へ搬送され、その
後はローラ６Ｂａにより排出トレイ６Ｂｂへ排出される。一方、排出選択部８３は、記録
媒体１４への記録処理がその両面に対して行っている場合であって、且つ記録媒体１４の
表面への記録処理を済ませた場合、反転機構８４への経路を選択する。すると、この場合
には、記録媒体１４が反転機構８４へ搬送される。反転機構８４は、搬送されてきた記録
媒体１４を、その表裏面を反転させて供給選択部８２へ供給する。すると、供給選択部８
２は、このとき、反転機構８４から供給された記録媒体１４を媒体支持部５へ供給する。
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すると今度は、記録媒体１４の裏面への記録処理が画像記録装置１で行われる。
【００８２】
　第一の検査画像取得部１１は、媒体支持部５に対向する位置で、且つ記録媒体１４の搬
送経路における記録部７より上流側の位置に配置されている。この第一の検査画像取得部
１１は、記録媒体１４の表面若しくは裏面に対する記録処理が行われる前における記録媒
体１４の当該表面若しくは裏面を撮像し、撮像された画像を示している画像データを取得
する。
【００８３】
　第二の検査画像取得部１２は、媒体支持部５に対向する位置で、且つ記録媒体１４の搬
送経路における記録部７より下流側の位置に設置されている。この第二の検査画像取得部
１２は、第二の検査画像データの取得として、記録媒体１４の表面若しくは裏面に対する
記録処理が行われた後の記録媒体１４の当該表面若しくは裏面を撮像する。
【００８４】
　第一の検査画像取得部１１及び第二の検査画像取得部１２による画像データの取得は、
画像記録装置１における前述したモード設定部２が記録不良検出を行うモードを選択結果
として取得すると行われる。
【００８５】
　次に、制御部８の記録不良検査部９によって行われる記線不良の判定手法について説明
する。
　図１０は、本発明の第三実施形態に係る記録不良検査の処理の概要を示している。図１
１は、本発明の第三実施形態に係る記録不良検査に用いられる画像の例を示している。
【００８６】
　まず、第一の検査画像取得部１１は、上位装置１３から表面の基準画像データとして送
られてくる表面基準画像９０Ａに従って記録部７が記録媒体１４の表面に記録処理を行う
前の記録媒体１４の当該表面の状態を撮像して表面記録前検査画像９１Ａを得る。このと
き、表面記録前検査画像９１Ａは、記録媒体１４には表面にも裏面にも記録処理が行われ
ていないので、全くの白紙である記録媒体１４の表面の画像となる。
【００８７】
　次に、表面基準画像９０Ａと表面記録前検査画像９１Ａとに対しては、最小値処理２１
が行われて表面最小値画像９２Ａを得る。より具体的に説明すると、最小値処理２１では
、表面基準画像９０Ａを構成している各画素と表面記録前検査画像９１Ａを構成している
各画素との間で記録媒体１４の裏面上における位置が相互に対応している一対の画素のう
ち輝度値が低い方を画素毎に選択し、当該選択された画素を並べることで、表面最小値画
像９２Ａを生成する。この表面最小値画像９２Ａは、表面基準画像９０Ａに従って記録部
７が記録媒体１４の表面に記録処理を行った後の記録媒体１４の当該表面の状態を第二の
検査画像取得部１２が撮像して得られる画像を、表面基準画像９０Ａ及び表面記録前検査
画像９１Ａに基づいて推定したものと見ることもできる。
【００８８】
　次に、第二の検査画像取得部１２は、表面基準画像９０Ａに従って記録部７が記録媒体
１４の表面に記録処理を行った後の記録媒体１４の当該表面の状態を撮像して表面記録後
検査画像９３Ａを取得する。なお、ここでの説明では、取得した表面記録後検査画像９３
Ａにおいて、例えば図１１に示すように、記録処理の際に生じた汚れ７０のような記録不
良が記録媒体１４上に現れていた場合とする。
【００８９】
　ここで、第一の比較検査２０は、表面最小値画像９２Ａと表面記録後検査画像９３Ａと
の比較を行い、抽出された差異を表面比較画像９４Ａとして生成する。より具体的に説明
すると、第一の比較検査２０では、表面最小値画像９２Ａを構成している各画素と表面記
録後検査画像９３Ａを構成している各画素との間で記録媒体１４の表面上における位置が
相互に対応している一対の画素の輝度値の差を画素毎に算出し、当該算出された差を輝度
値として画素を並べることで、表面比較画像９４Ａを生成する。
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【００９０】
　図１１の例では、このようにして生成される表面比較画像９４Ａとして、記録処理の際
に生じた汚れ７０のみが抽出された画像を示している。記録不良検査部９は、表面比較画
像９４Ａに所定の閾値を超える輝度値の画素が存在する場合、記録媒体１４の表面におけ
る当該画素に対応する位置に記録不良があると判断する。
【００９１】
　次に、第一の検査画像取得部１１は、上位装置１３から裏面の基準画像データとして送
られてくる裏面基準画像９０Ｂに従って、記録部７が記録媒体１４の裏面に記録処理を行
う前の記録媒体１４の当該裏面の状態を撮像して裏面記録前検査画像９１Ｂを得る。なお
、ここでの説明では、裏面記録前検査画像９１Ｂにおいて、図１１に示すように、記録媒
体１４の表面に記録処理が既に行われているので、表面に記録処理された画像の鏡面画像
が薄く裏写りとなって記録媒体１４の裏面に現れていた場合とする。
【００９２】
　次に、裏面基準画像９０Ｂと裏面記録前検査画像９１Ｂとに対しては、最小値処理２１
が行われて裏面最小値画像９２Ｂを得る。より具体的に説明すると、最小値処理２１は、
裏面基準画像９０Ｂを構成している各画素と裏面記録前検査画像９１Ｂを構成している各
画素との間で記録媒体１４の裏面上における位置が相互に対応している一対の画素のうち
輝度値が低い方を画素毎に選択し、当該選択された画素を並べることで、裏面最小値画像
９２Ｂを生成する。この裏面最小値画像９２Ｂは、裏面基準画像９０Ｂに従って記録部７
が記録媒体１４の裏面に記録処理を行った後の記録媒体１４の当該裏面の状態を第二の検
査画像取得部１２が撮像して得られる画像を、裏面基準画像９０Ｂ及び裏面記録前検査画
像９１Ｂに基づいて推定したものである。
【００９３】
　次に、第二の検査画像取得部１２は、前述した裏面基準画像９０Ｂに従って記録部７が
記録媒体１４の裏面に記録処理を行った後の記録媒体１４の当該裏面の状態を撮像して裏
面記録後検査画像９３Ｂを取得する。なお、ここでの説明では、取得した裏面記録後検査
画像９３Ｂに、例えば図１１に示す記録抜け７１のような、裏面基準画像９０Ｂに従って
適切な記録処理が行われなかった記録不良が記録媒体１４上に現れていた場合とする。
【００９４】
　このとき、第一の比較検査２０は、裏面最小値画像９２Ｂと裏面記録後検査画像９３Ｂ
との比較を行い、抽出された差異を裏面比較画像９４Ｂとして生成する。より具体的に説
明すると、第一の比較検査２０は、裏面最小値画像９２Ｂを構成している各画素と裏面記
録後検査画像９３Ｂを構成している各画素との間で記録媒体１４の裏面上における位置が
相互に対応している一対の画素の輝度値の差を画素毎に算出し、当該算出された差を輝度
値として画素を並べることで、裏面比較画像９４Ｂを生成する。
【００９５】
　図１１の例では、このようにして生成される裏面比較画像９４Ｂとして、記録処理の際
に生じた記録抜け７１のみが抽出された画像を示している。記録不良検査部９は、裏面比
較画像９４Ｂに所定の閾値を超える輝度値の画素が存在する場合、記録媒体１４の裏面に
おける当該画素に対応する位置に記録不良があると判断する。
【００９６】
　ここで図１２について説明する。同図は、本第三実施形態における制御部８によって行
われる記録不良検査処理の処理内容をフローチャートで示したものである。制御部８は、
ＭＰＵがＲＯＭに格納されている所定の制御プログラムを読み出して実行することによっ
て、この記録不良検査処理を行うことが可能となり、記録不良検査部９として機能する。
【００９７】
　図１２において、制御部８は、まずステップＳｃ１において、上位装置１３から送られ
てきた表面基準画像９０Ａを取得して記憶部１０に記憶させる処理を行う。
　次に、制御部８は、ステップＳｃ２において、第一の検査画像取得部１１に指示を与え
て、表面基準画像９０Ａに従って記録部７が記録媒体１４の表面に記録処理を行う前の記
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録媒体１４の当該表面の状態を第一の検査画像取得部１１に撮像させ、撮像された表面記
録前検査画像９１Ａを取得して記憶部１０に記憶させる処理を行う。
【００９８】
　次に、制御部８は、ステップＳｃ３において、表面基準画像９０Ａと表面記録前検査画
像９１Ａとに対し前述した最小値処理２１を行う。この最小値処理２１により得られた表
面最小値画像９２Ａは、記憶部１０に記憶される。
【００９９】
　次に、制御部８は、ステップＳｃ４において、第二の検査画像取得部１２に指示を与え
て、表面基準画像９０Ａに従って記録部７が記録媒体１４の表面に記録処理を行った後の
記録媒体１４の当該表面の状態を第二の検査画像取得部１２に撮像させ、撮像された表面
記録後検査画像９３Ａを第二の検査画像取得部１２から取得して記憶部１０に記憶させる
処理を行う。
【０１００】
　次に、制御部８は、ステップＳｃ５において、表面最小値画像９２Ａと表面記録後検査
画像９３Ａとを記憶部１０から読み出して両者の比較を行い、抽出された差異を表面比較
画像９４Ａとして生成する処理を行う。この処理の具体的な処理内容は、第一の比較検査
２０による表面の処理として前述したものである。
【０１０１】
　次に、制御部８は、ステップＳｃ６において、記録媒体１４の表面に対する記録処理に
おける欠陥の有無を判定する処理、すなわち表面比較画像９４Ａに所定の閾値を超える輝
度値の画素が存在するか否かを判定する処理を行う。ここで、制御部８は、当該欠陥があ
ると判定したときにはステップＳｃ７に処理を進め、当該欠陥はないと判定したときには
ステップＳｃ９に処理を進める。
【０１０２】
　制御部８は、ステップＳｃ７において、記録媒体１４の表面に対する記録処理において
欠陥を発見した旨を上位装置１３へ通知する処理を行う。続いて制御部８は、ステップＳ
ｃ８において、発見された欠陥の位置（輝度値が所定の閾値を超えていた画素に対応する
記録媒体１４の表面上の位置）を上位装置１３へ通知する処理を行い、その後はステップ
Ｓｃ９に処理を進める。
【０１０３】
　次に、制御部８は、ステップＳｃ９において、上位装置１３から送られてきた裏面基準
画像９０Ｂを取得して記憶部１０に記憶させる処理を行う。
　次に、制御部８は、ステップＳｃ１０において、第一の検査画像取得部１１に指示を与
えて、裏面基準画像９０Ｂに従って記録部７が記録媒体１４の裏面に記録処理を行う前の
記録媒体１４の当該裏面の状態を第一の検査画像取得部１１に撮像させ、撮像された裏面
記録前検査画像９１Ｂを取得して記憶部１０に記憶させる処理を行う。
【０１０４】
　次に、制御部８は、ステップＳｃ１１において、裏面基準画像９０Ｂと裏面記録前検査
画像９１Ｂとに対し前述した最小値処理２１を行う。この最小値処理２１により得られた
裏面最小値画像９２Ｂは、記憶部１０に記憶される。
【０１０５】
　次に、制御部８は、ステップＳｃ１２において、第二の検査画像取得部１２に指示を与
えて、裏面基準画像９０Ｂに従って記録部７が記録媒体１４の裏面に記録処理を行った後
の記録媒体１４の当該裏面の状態を第二の検査画像取得部１２に撮像させ、撮像された裏
面記録後検査画像９３Ｂを第二の検査画像取得部１２から取得して記憶部１０に記憶させ
る処理を行う。
【０１０６】
　次に、制御部８は、ステップＳｃ１３において、裏面最小値画像９２Ｂと裏面記録後検
査画像９３Ｂとを記憶部１０から読み出して両者の比較を行い、抽出された差異を裏面比
較画像９４Ｂとして生成する処理を行う。この処理の具体的な処理内容は、第一の比較検
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査２０による裏面の処理として前述したものである。
【０１０７】
　次に、制御部８は、ステップＳｃ１４において、記録媒体１４の裏面に対する記録処理
における欠陥の有無を判定する処理、すなわち裏面比較画像９４Ｂに所定の閾値を超える
輝度値の画素が存在するか否かを判定する処理を行う。ここで、制御部８は、当該欠陥が
あると判定したときにはステップＳｃ１５に処理を進め、当該欠陥はないと判定したとき
にはステップＳｃ１７に処理を進める。
【０１０８】
　制御部８は、ステップＳｃ１５において、記録媒体１４の裏面に対する記録処理で欠陥
を発見した旨を上位装置１３へ通知する処理を行う。続いて制御部８は、ステップＳｃ１
６において、発見された欠陥の位置（輝度値が所定の閾値を超えていた画素に対応する記
録媒体１４の裏面上の位置）を上位装置１３へ通知する処理を行い、その後はステップＳ
ｃ１７に処理を進める。
【０１０９】
　次に、制御部８は、ステップＳｃ１７において、上位装置１３から指示されている記録
処理を全て終了したか否かを判定する処理を行う。ここで、制御部８は、当該記録処理を
全て終了したと判定したとき（判定結果がＹｅｓのとき）、この記録不良検査処理を終了
する。一方、制御部８は、当該記録処理が未だ終了していないと判定したとき（判定結果
がＮｏのとき）、ステップＳｃ１へ処理を戻して前述した処理を再度行う。
【０１１０】
　以上までの処理が記録不良検査処理である。制御部８は、この記録不良検査処理を行う
ことにより、記録不良検査部９として機能し、表面基準画像９０Ａ、表面記録前検査画像
９１Ａ、及び表面記録後検査画像９２Ａに基づく記録媒体１４の表面に対する記録処理で
の記録不良の検査と、裏面基準画像９０Ｂ、裏面記録前検査画像９１Ｂ、及び裏面記録後
検査画像９２Ｂに基づく記録媒体１４の裏面に対する記録処理での記録不良の検査とが、
画像記録装置１で行えるようになる。
【０１１１】
　以上説明したように、本第三実施形態によれば、記録媒体１４の表面における記録不良
の検査のために、当該表面に対する記録処理を行う前に取得した当該表面の画像を用いて
当該記録処理後に得られると期待される検査画像を推定し、この推定結果と当該表面に対
する記録処理の実施後に実際に取得した検査画像との比較によって記録不良の有無を判定
する。また、本第三実施形態によれば、記録媒体１４の裏面における記録不良の検査のた
めに、当該裏面に対する記録処理を行う前に取得した当該裏面の画像を用いて当該記録処
理後に得られると期待される検査画像を推定し、この推定結果と当該裏面に対する記録処
理の実施後に実際に取得した検査画像との比較によって記録不良の有無を判定する。従っ
て、本第三実施形態によれば、裏写りの影響なく精度の高い検査を行うことができる。
【０１１２】
　なお、この第三実施形態においては、記録不良検査部９が、表面最小値画像９２Ａと表
面記録後検査画像９３Ａとの比較により、記録媒体１４の表面の記録不良の検査を行うよ
うにしている。第三実施形態においては、記録媒体１４の表面の検査時には裏写りの影響
がないことから、これに代わり、記録不良検査部９が、表面基準画像９０Ａと表面記録後
検査画像９３Ａとの比較により、記録媒体１４の表面の記録不良の検査を行うようにして
もよい。
【０１１３】
　また、この第三実施形態においては、記録不良検査部９は、前述した本発明の第一実施
形態で用いた記録不良の検査の手法を採用している。第三実施形態においては、これに代
わり、記録不良検査部９が、前述した本発明の第二実施形態で用いた記録不良の検査の手
法を採用し、表面記録前検査画像９１Ａと表面記録後検査画像９３Ａとの差分を表面基準
画像９０Ａと比較して記録媒体１４の表面の記録不良の検査を行うようにしてもよい。ま
た、第三実施形態においては、裏面記録前検査画像９１Ｂと裏面記録後検査画像９３Ｂと
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の差分を裏面基準画像９０Ｂと比較して記録媒体１４の裏面の記録不良の検査を行うよう
にしてもよい。
【０１１４】
　なお、本発明の実施形態は、前述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲内で種々の改良・変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の第一実施形態に係る画像記録装置の概念的なブロック構成を示す図であ
る。
【図２】本発明の第一実施形態に係る画像記録装置の各構成要素の配置を示した図である
。
【図３】本発明の第一実施形態に係る記録不良検査の処理の概要を示す図である。
【図４】本発明の第一実施形態に係る記録不良検査に用いられる画像の例を示す図である
。
【図５】本発明の第一実施形態に係る記録不良検査処理の処理内容をフローチャートで示
した図である。
【図６】本発明の第二実施形態に係る記録不良検査の処理の概要を示す図である。
【図７】本発明の第二実施形態に係る記録不良検査に用いられる画像の例を示す図である
。
【図８】本発明の第二実施形態に係る記録不良検査処理の処理内容をフローチャートで示
した図である。
【図９】本発明の第三実施形態に係る画像記録装置の各構成要素の配置を示した図である
。
【図１０】本発明の第三実施形態に係る記録不良検査の処理の概要を示す図である。
【図１１】本発明の第三実施形態に係る記録不良検査に用いられる画像の例を示す図であ
る。
【図１２】本発明の第三実施形態に係る記録不良検査処理の処理内容をフローチャートで
示した図である。
【符号の説明】
【０１１６】
　　　　１　画像記録装置
　　　　２　モード設定部
　　　　３　媒体搬送機構
　　　　４　媒体給送部
　　　　４Ａａ　給送媒体保持部材
　　　　４Ｂａ　ローラ
　　　　４Ｂｂ　トレイ
　　　　５　媒体支持部
　　　　５Ａ　表面媒体支持部
　　　　５Ａａ　表面媒体支持部軸
　　　　５Ｂ　裏面媒体支持部
　　　　５Ｂａ　裏面媒体支持部軸
　　　　６　媒体回収部
　　　　６Ａａ　回収媒体保持部材
　　　　６Ａｂ　ベルト
　　　　６Ａｃ　媒体搬送駆動部
　　　　６Ｂａ　ローラ
　　　　６Ｂｂ　排出トレイ
　　　　７　記録部
　　　　７－１，７－２，７－３，７－４　記録ヘッド
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　　　　７Ａ　表面記録部
　　　　７Ａ－１，Ａ７－２，７Ａ－３，７Ａ－４　記録ヘッド
　　　　７Ｂ　裏面記録部
　　　　７Ｂ－１，７Ｂ－２，７Ｂ－３，７Ｂ－４　記録ヘッド
　　　　８　制御部
　　　　９　記録不良検査部
　　　１０　記憶部
　　　１１第一の検査画像取得部
　　　１２　第二の検査画像取得部
　　　１２Ａ　第二の表面検査画像取得部
　　　１２Ｂ　第二の裏面検査画像取得部
　　　１３　上位装置
　　　１４　記録媒体
　　　１５　媒体搬送駆動部
　　　１７　媒体搬送情報生成部
　　　１７Ａ　表面媒体搬送情報生成部
　　　１７Ｂ　裏面媒体搬送情報生成部
　　　２０　第一の比較検査
　　　２１　最小値処理
　　　２２　第二の比較検査
　　　２３　差分処理
　　　５０　表面基準画像
　　　５１　表面検査画像
　　　５２　表面比較画像
　　　５３　裏面基準画像
　　　５４　裏面記録前検査画像
　　　５５　最小値画像
　　　５６　裏面記録後検査画像
　　　５７　裏面比較画像
　　　５８　裏面差分画像
　　　７０　汚れ
　　　７１　記録抜け
　　　８０　駆動ローラ
　　　８０ａ　駆動回転軸
　　　８１　従動ローラ
　　　８１ａ　従動回転軸
　　　８２　供給選択部
　　　８３　排出選択部
　　　８４　反転機構
　　　９０Ａ　表面基準画像
　　　９０Ｂ　裏面基準画像
　　　９１Ａ　表面記録前検査画像
　　　９１Ｂ　裏面記録前検査画像
　　　９２Ａ　表面最小値画像
　　　９２Ｂ　裏面最小値画像
　　　９３Ａ　表面記録後検査画像
　　　９３Ｂ　裏面記録後検査画像
　　　９４Ａ　　表面比較画像
　　　９４Ｂ　　裏面比較画像
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【図７】
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【図１１】
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